
＜開始申立＞
・後見開始申立書（最高裁）
・申立書付票（最高裁）
・財産目録（システム）
・収支予定表（システム）
・親族関係図（システム）
＜付随事件＞
・後見開始の審判前の保全処分申立書
　（財産の管理者の選任、後見命令）
・成年後見人選任の審判申立書（欠員補充）
・成年後見人選任の審判申立書（増員）
・成年後見監督人選任の審判申立書（新任）
・成年後見監督人選任の審判申立書（欠員補充）
・成年後見監督人選任の審判申立書（増員）
・数人の成年後見人の権限行使の定め（権限共同行使）の審判上申書
・数人の成年後見人の権限行使の定め（権限分掌）の審判上申書
・後見開始の審判取消し審判申立書
＜開始申立（東京家裁）＞
・後見/保佐/補助開始申立書
・申立事情説明書（後見/保佐/補助用）
・財産目録
・収支状況報告書
・収支状況報告書（収支予定の月額を2倍した金額を反映）
・後見人等候補者事情説明書
・親族同意書
・診断書
・チェックシート
・親族関係図（システム）
＜開始申立（大阪家裁）＞
・後見/保佐/補助開始申立書
・本人に関する照会書
・候補者に関する照会書（専門職用）
・財産目録
・遺産目録（手書き用）
・収支目録（収支予定から反映）
・候補者に関する照会書
・陳述書
・同意書
・診断書
・チェック表
・親族関係図（システム/住所なし）
＜開始申立（名古屋家裁）＞
・後見/保佐/補助開始申立書
・本人に関する照会書
・財産目録
・遺産目録（手書き用）
・本人収支表（収支予定から反映）
・候補者に関する照会書
・親族同意書
・診断書
・チェックリスト
・親族関係図（システム）
・申立書附票Ａ（市町村長申立用）
・申立書附票Ｂ（市町村長申立用－本人説明）
・申立書附票Ｃ（候補者説明用）
＜開始申立（福岡家裁）＞
・後見/保佐/補助開始申立書
・申立書付票
・財産目録（定期的な収支には収支予定が反映）
・候補者質問票
・診断書
・本人に関する質問票
・親族同意書
・チェック表
・親族関係図（システム）（年齢/同意/住所/電話なし）
その他、札幌家裁、仙台家裁（後見開始のみ）、山形家裁、さいたま
家裁、横浜家裁、千葉家裁、新潟家裁、長野家裁、岐阜家裁、富山家
裁、金沢家裁、津家裁、津家裁四日市支部、大津家裁、京都家裁、神
戸家裁、神戸家裁尼崎支部、広島家裁、岡山家裁、松江家裁（後見開
始のみ）、高松家裁、松山家裁、長崎家裁、佐賀家裁、熊本家裁(後見
開始のみ)、大分家裁、宮崎家裁、鹿児島家裁(後見開始のみ)、那覇
家裁(後見開始のみ)の申立書類を装備

＜任意後見契約＞
・任意後見契約書（将来型/サンプル）
・任意後見契約書（移行型/サンプル）
＜死後事務委任契約＞

・死後事務委任契約書（サンプル）
＜選任申立＞
・任意後見監督人選任申立書（最高裁）
・申立書付票（最高裁）
・財産目録（システム）
・収支予定表（システム）
・親族関係図（システム）
＜付随事件＞
・任意後見人の解任審判申立書
・任意後見契約の解除許可審判申立書
・任意後見監督人選任申立書
・任意後見監督人の職務について必要な処分の審判申立書
＜選任申立（東京家裁）＞
・任意後見監督人選任申立書
・申立事情説明書（任意後見用）
・任意後見受任者事情説明書
・財産目録
・収支状況報告書
・収支状況報告書（収支予定の月額を2倍した金額を反映）
・診断書
・親族関係図（システム）
その他、千葉家裁の申書類を装備

＜選任申立＞
・未成年後見人選任申立書（最高裁）
＜付随事件＞
・未成年後見監督人選任申立書（最高裁）

＜選任申立＞
・相続財産管理人選任申立書（相続人不存在の場合）（最高裁）
・相続財産管理人選任申立書
　（相続人による遺産の管理が困難な場合）（最高裁）
・遺産目録（土地）/（建物）/（現金、預貯金、株券等）（最高裁）
＜付随事件＞
・相続人捜索の公告を求める審判申立書
・特別縁故者に対する相続財産の分与を求める審判申立書
・相続財産管理人の権限外行為許可を求める審判申立書
・相続財産管理人に対する報酬付与の申立書

＜選任申立＞
・不在者財産管理人選任申立書（最高裁）
・財産目録（土地）/（建物）/（現金、預貯金、株券等）（最高裁）
＜付随事件＞
・不在者財産管理人の権限外行為許可を求める審判申立書
・不在者財産管理人に対する報酬付与の申立書

・報酬付与の審判申立書
・特別代理人選任申立書
・居住用不動産の処分許可審判申立書
・財産目録調製期間の伸長の審判申立書
・管理計算期間の伸長の審判申立書
・相続放棄申述書
・家事審判申立書（汎用）
・申立の趣旨の変更
・抗告状
・取下書
・確定証明申請書
・辞任許可の審判申立書
・解任の審判申立書
・ 解任の審判前の保全処分申立書
　（職務執行停止、職務代行者の選任）

・登記事項証明申請書
・登記されていないことの証明申請書
・変更登記申請書
・終了登記申請書

・財産目録（システム）
・収支予定表（システム）

・財産目録（システム）
・収支状況報告書（システム）
・収支予定表（システム）

・報酬付与の申立書（最高裁）
・ 報酬付与の申立書（東京家裁準拠汎用型）
・ 報酬付与の申立事情説明書（東京家裁準拠汎用型）

＜後見等事務報告（東京家裁）＞
・後見事務報告書
・後見監督事務報告書
・任意後見監督事務報告書
・財産目録（初回報告）
・財産目録（定期報告）
・年間収支予定表（初回報告）
・収支状況報告書
・報酬付与の審判申立書
・報酬付与申立事情説明書
・引継書
＜後見制度支援信託（成年後見）＞
・契約締結報告書
・後見事務報告書（財産引継）
・報告書（一時金交付/定期交付金額の変更/追加信託/信託契約の解約）
＜後見制度支援信託（未成年後見）＞
・契約締結報告書
・後見事務報告書（財産引継）
＜後見等事務報告（大阪家裁）＞
・後見事務報告書
・保佐事務報告書
・後見等事務終了報告書
・財産目録
・相続財産目録
・収支予定
・臨時収支報告書
・報酬付与審判申立書
・報酬付与申立事情説明書
＜後見等事務報告（名古屋家裁）＞
・事務報告書（就任時）
・事務報告書（定期報告/成年後見）
・事務報告書（定期報告/保佐）
・事務報告書（定期報告/補助）
・事務報告書（監督人用）
・事務終了報告書
・財産目録
・本人収支表（収支予定から反映）
＜後見等事務報告（福岡家裁）＞
・後見事務報告書（就任時）
・後見事務報告書
・後見事務終了（相続財産引継）報告書
・財産受領書
・財産目録（就任時）
・財産目録
・収支予定表（就任時）
・収支予定表
・定期収支表（収支集計の12分の1の金額を反映）
・報酬付与申立書
・事情説明書（報酬付与申立）
＜後見制度支援信託＞
・契約締結報告書
・後見事務報告書（財産引継）
その他、東京家裁立川支部、さいたま家裁、横浜家裁、千葉家裁、
静岡家裁、新潟家裁高田支部、長野家裁、名古屋家裁豊橋支部、
金沢家裁、津家裁、津家裁四日市支部、京都家裁、神戸家裁、広島
家裁、広島家裁尾道支部、岡山家裁、鳥取家裁、松山家裁、長崎家
裁、熊本家裁、宮崎家裁、鹿児島家裁の報告書類を装備

・相続財産管理報告書
・相続財産管理終了報告書
・相続財産管理人に対する報酬付与の申立書

・不在者財産管理報告書
・不在者財産管理終了報告書
・不在者財産管理人に対する報酬付与の申立書

・業務日誌（裁判所報告用）
・業務日誌（事務所管理用）
・現金/預貯金出納管理表

※ Microsoft  Word、Excel 、Windows 10、８、7、Vista、XP、InternetExplorerは米国MicrosoftCorporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
※ このパンフレットの記載内容は平成27年9月現在のものです。  ※ 記載内容は予告なく変更することがあります。

Windows Vista（SP1以上）（３２bit版）、７（３２bit版/64bit版）、
８/8.1（３２bit版/64bit版）、10（３２bit版/64bit版） ※Windows RT非対応

Windows Vista / 7 / 8 / 10  1GB以上（32bit版） / 2GB以上（６４bit版）

Microsoft Word,Excel（Office 2007 /2010 / 2013 各32bit版） 
※64bit版には対応しておりません

ディスプレイ 1024×768以上左記OSが正常に動作する本体パソコン本体

ハードディスク

その他

システムドライブの空き1GB 以上必須 ※データ保存領域は別途必要です

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1以上、
新着情報をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要

〒791-2112 愛媛県伊予郡砥部町重光 248-3
〒160-0003 東京都新宿区本塩町 9 光丘四谷ビル8F
〒540-0023 大阪市中央区北新町 1-1 千倉ビル201
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-19 サンライフ第 3ビル6F

TEL：089-957-0494
TEL：03-5360-1755
TEL：06-6940-3440
TEL：092-432-9078

本　　　社
東京営業所
大阪営業所
福岡営業所

販売店http://www.legal.co.jp/法律とコンピューター

動作環境

OS

メモリ

Office

上記以外として、「保佐」「補助」「リーガルサポートへの各種報告
書」（Type Sのみ）「ぱあとなあへの各種報告書」（Type Pのみ）
「委任状」等の書式も装備しています。
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申立書類等書式目次

相続財産管理

未成年後見

不在者財産管理

関連事件

登記

業務日誌、出納管理表

不在者財産管理報告

相続財産管理報告

成年後見

報告書類等書式目次

後見等事務報告（就任）

後見等事務報告（各家裁用）

後見等事務報告（定期報告）
任意後見

（家庭裁判所への申立･報告書類の作成ができます。迅速で正確な提出書類の作成が可能です。）申立書類等書式目次
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